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各都道府県知事 殿

厚生労働省医政局長

第七次看護職員需給見通 しの策定について

第七次看護jttt員 需給見通 しの策定については、平成 21年 5月 に設置 した 「第七次看護

職員需給見通 しに関する検討会 |において議論を重ね、今般、「第七次看護j職 則 l:給見通 し

策定方針」 朝り添 1)及び標準的な 「調査票」 (別添 2)を取 りまとめたところである。

需給見通 しは、各都 i直府県ことの見通 しと全国的な見通 しが整合性を 1)っ て策定される

ものであり、国は 1)と よりであるが、地Jjえ の医療提供体制の確保を担 う各者

`道

府県におい

て 1)、 今後の看護政策を1■進する上で重要な基礎資|」
′となるも17Dで ある。

ついては、各都道府県におかれては、この策定方針に基づきi各都道府県における実1青

を踏まえた上で、下記により各都道府県の需給見通 しの策定をお‖〕:い いたしたいっ

なお、各都道府県か らの需給見通 しの報告を受けた後、平成 22113月 に中間的なとり

まとめをイitい 、厚生労・1「力省にゴないて全|工1的 な観点からの悽合性の確保に向けた調1筆 を行い、

険許1会 の高1論を踏まえて、 lF成 22年 12月 を日途に需給見i通 しを策定する予定で 17pる 、

I 需給見通 [ン の策定に係る実態訓■1に ついては、別添の標準的な調査票を基本としなが
「
ち、4L/ヽ要に応 じて、ナ也l lKの特1生 を均心iし 、 llll査 項 日を,il宣 追加して実施すること,

2 実態訂lJ査 の際には、調査対象施設に、策定方針をあわせて送 l・ lす るなど、調査対象施

設が策定方夕|‐ を踏まえて記入できるよう配|む:す ること,

3 各都道府県のデlr給 見通 しは、「:行誰1lt員需給見通 し (各都道府県版 )」 (別添 3)及 び調

査票「1 基本情報」、「2.就業状況」、「3.今後の看誰Iit員配rl計画」の11計結果を平成

22年 2月 15日 までに厚41労 lllll省 医政局看護1'(あ て提出すること,なお、提出に当た
‐/て は、その取 りまとめに当たっての考え方、flill方法等に1輩|す る資料を 添ホ|す ること^

4 訂I踏票「4看護1lt員 確保に関する情報」の集計結果は平成 22年 3月 末 日までに提出

することc

5 訓J査票の集計についての詳判1は別途連絡するものとする。

6 需給見通 し 71策 定に当たっては、各都i直 府県において、関係団 llN、 有識者、住民代表

等の参加協力を得て、需給見通 しに係る|′t討の場を設置 し ごt)差 t´ 支えない.
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第七次看護職員需給見通し策定方針

1 需給見通 し策定の必要性

国は、 「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づ く看護師等の確保を促進す

るための措置に関する基本的指針において、医療提供体制等を踏まえた需給見通 しに基

づいて看護師等の養成を図ることが求め られてお り、看護職員の需給見通 しは、看護職

員確保の基本的な資料 として、概ね 5年毎に通算 6回にわた り策定 してきたところであ

る。

第六次の看護職員需給見通 しは、看護職員の業務密度、負担が高 くなっていること、

患者本位の質の高い医療サービスを実現す る必要があることから、看護職員を質 0量 と

もに確保することが求められていることを踏まえ、平成 18年から平成 22年までの 5

年間の需給見通 しを策定したところである。

一方、平成 21年 3月 にとりまとめられた厚生労働大臣主催の 「看護の質の向上 と確

保に関する検討会中間とりまとめ」では、①少子化による養成数の減少などを踏まえた

長期的な需給見通 しについてや、②看護職員の確保のために、働 く意向がある潜在看護

職員を把握する仕組みづくり、多様な勤務形態の導入や院内保育所の整備などにより就

労継続及び再就業の支援体制を強化することなどの推進策が求められ、これ らを総合的

に勘案 して第七次看護職員需給見通 しを策定することとされたところである。

これ らを踏まえ、平成 23年以降についても、引き続き需給見通 しを策定するもので

ある。

2 策定の方法

(1)策定の考え方

① 今後の医療ニーズの増大や看護の質の向上が求められていることに鑑み、看護職

員の就業の現状 と同時に、各施設における看護の質の向上や勤務環境の改善などを

見込んだ場合の看護職員の需要数について把握するが、供給については、一定の政

策効果 も加味する。

② 実態を適切に把握するため、各施設の協力を得て、より精度の高い調査の実施に

努める。

なお、算定に当たつては、看護職員全体を積み上げることとするが、助産師につ

いては再掲 とする。

(2)調査の方法                    ・

都道府県は、需要数 。供給数について都道府県毎に積み上げを行い、厚生労働省で

取 りまとめる。

(3)調査票の記入者

看護担当責任者 (看護部長等)が記載する。なお、提出にあたっては、各施設 (所 )

長に了承を得るものとする。



(4)需要数の推計方法

① 看護職員の需要数を施設ごとに推計する。

② 各施設における看護の質の向上や勤務環境の改善などを見込む。 (な お、平成

22年に施行される保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する

法律の改正についても留意する。)

※ 短時間正規雇用職員及び非常勤職員については、需給見通 しの策定に当たり、

所定労働時間を基に常勤換算する。

※ 常勤換算については、就業時間を各施設の週の所定労fJJ時間で除 して算出する。

なお、常勤換算方法の具体例については調査票に記載する。

※ 各都道府県において需要数を積み上げて推計する場合に、未提出 0未記入施設

や抽出調査の推計に当たっては、提出・記入のあった全施設や抽出調査のあった

全施設を積み上げた計数の伸び率を勘案 して推計する。

(5)供給数の推計方法

平成 23年から平成 27年の供給数は、都道府県が推計するものとする。

なお、算定の考え方は次のとお りとする。

年 当初就 業者 数 十新 卒就 業者 数 +再就 業 者 数 ―退 職 等 に よ る減少 数

※ 常勤及び非常勤の実人員を把握する。また、同様に、短時間正規雇用職員及び

非常勤職員については、需給見通 しの策定に当た り、所定労働時間を基に常勤

換算する。

※  「年当初就業者数」は、本実態調査の就業者数 (6/1現在)、 同年実施の医

療監視又は県で把握 している従事者数 とする。

※  「新卒就業者数」は、県内新卒に県外からの新卒4蒸入者数を加えた数 とする。

県内新卒 :卒業見込数に県内就職率を乗 じた数

新卒転入者 :年当初就業者数に新卒転入者率を乗 じた数

※  「再就業者数」は、年当初就業者数に再就業率を乗 じた数とする。

再就業率 :本実態調査の再就業者の実績又は各都道府県ナースセンターの就

職率

※ 退職者数は、年当初就業者数に退職者率を乗 じた数 とする。   '
退職者率 :本実態調査の退職者の実績

(6)見通 し期間

平成 23年から平成 27年までとする (5年間)。

(7)都道府県の需給見通 し結果報告期限

平成 21年 9月 から、各都道府県において調査に着手 し、調査票の「1.基本情報」、



「2.就業状況」、「3.今後の看護職員配置計画」については平成 22年 2月 15日 ま

でに集計の上、需給見通しを作成し、厚生労働省に提出する。調査票の「4.看護職員

確保に関する情報」については平成 22年 3月 末日までに集計のうえ、厚生労働省に提

出する。

3 各都道府県の調査方法

(1)実態調査の実施方法

各調査対象施設に調査票を送付し、各施設が現状及び今後の経営方針を踏まえて記

入したものの集計を踏まえ、都道府県が取りまとめる。

① 以下の施設については、全数調査を基本とする。

病院、有床診療所、介護老人保健施設、訪問看護ステーション、助産所、

介護老人福祉施設、看護師等学校養成所、保健所、市町村、その他行政機関

② 以下についてはt既存統計資料の活用又は抽出調査でも可とする。

無床診療所、介護保険関係施設等 (介護療養型医療施設、介護老人保健施設、

介護老人福祉施設を除く)、 地域包括支援センター、社会福祉施設、事業所

(行政機関を除く)、 研究機関、その他

(2)調査項日

① 需給見通しの策定に直接関係のある調査項日に加え、各施設における看護職員の

離職 l1/」

~止
策の取組など、看護職員確保対策の参考となる調査項目を盛り込んだ調査

とする。

② 各都道府県においては、必要に応 じて、地域の特性を考慮し、独自の調査項日を

追力‖する。

※ 各都道府県において、関係団体、有識者、住民代表等の参加協力を得て、需給見

通しに係る検討の場を設置 (既存の審議会等の活用を含む)しても差し支えない。

4 需要数の推計

(1)推計の留意事項                             ｀

現状を踏まえ、実現可能 と判断される場合の需要人員数を推計することとし、各施設

とも以下を考慮するものとする。

①  看護の質の向上

ア 看護職員の配置の充実

イ 研修体制の充実     等

②  勤務環境の改善

ア 育児休業、介護休業

イ 年次有給休暇      等



(2)施設毎の推計の考え方

① 病 院

現状及び以下の病床数や各部門の事由を考慮 し推計する。

ア 病床数

・ 病床過剰地域については、増床 しないことを基本 とする。

・ 病床非過剰地域については、基準病床の範囲内において、具体的に整備の計画

がされているものを基本 とする。

・ 医療計画や医療費適正化計画等の改正や見直 しについては、把握 している限 り

においてその整合性を配慮する。

イ 各部門等

・ 病棟部門

医療の高度化や在院 日数の短縮化等を踏まえた看護体制 (施設基準)を考慮す

る。

産科・産 1/7i・
‐人科病棟においては、分娩件数、産前 。産後のケア、育児不安への

対応等を考慮する。

院内助産所の設置及び助産師の配置を考慮する。

・ 外来部 P]

医療ニーズの高い外来患者や 日帰 り手術の増加などを考慮する。

助産師外来の設置及び助産師の配置を考慮する。

・ 病院管理・看護管理部門

病床規模 に応 じた専任の リスクマネジャーや地域医療連携のための担当者、

労務管理・研修企画などのマネジメン ト機能の強化などを考慮する。

・ 訪問看護部門

在宅ケアの推進を考慮する。
。 その他

研修体制の充実・見直 し等

② 診療所

ア 有床診療所

現状及び今後の動向を踏まえて推計する。

特に、産科診療所においては、分娩件数、産前 。産後のケアを考慮する。

イ 無床診療所

ryF4L状及び今後の動向を踏まえて推計する。

③ 助産所

現状及び今後の動向を踏まえて推計する。
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④ 訪問看護ステーション

医療ニーズの高い在宅療養者の増加等今後の需要状況を踏まえて推計する。

介護予防における医療と介護の連携など介護保険事業支援計画の見直し等について

は、把握 している限りにおいてその整合性を配慮する。

⑤ 介護保険関係 (訪問看護ステーションを除く。)

介護予防における医療と介護の連携など介護保険事業支援計画の見直し等について

は、把握している限りにおいてその整合性を配慮する。

ア 介護療養型医療施設

イ 介護老人保健施設

ウ 介護老人福祉施設

入所者の状態に応じ、夜間配置を考慮する。

工 居宅サービス

デイサービス、デイケア、ショー トステイ、グループホーム、ケアハウス、

在宅介護支援センター等

オ 地域包括支援センター

⑥ ⑤ウ、工以外の社会福祉施設及び在宅サービス

現状及び今後の動向を踏まえて推計する。

児童福祉施設、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設、

身体障害者更生援護施設

⑦ 看護師等学校養成所

看護師等学校養成所の新設・廃止等の状況を踏まえて推計する。

実習指導の充実を考慮する。

③ 保健所・市町村

現状及び今後の動向を踏まえて推計する。

⑨ 事業所、研究機関等

現状及び今後の動向を踏まえて算定する。

5 供給数の推計

(1)新卒就業者数

学校養成所の新設、廃止等の予定、学生 。生徒の入卒状況、進学、就業動向を踏ま

えて推計する。

新卒者の域外流出・流入については、厚生労働省から提示する入学状況及び卒業生



就業状況調査結果を考慮する。

(2)再就業者数

実態調査及びナースバンク、職業安定所 (ハ ローワーク)等を通 じて把握 した再就

業者数の現状及び今後の動向を踏まえて推計す る。

(3)退職等による減少数

退職、他の都道府県への移動等による減少を踏まえて推計する。
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